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根 拠 法 令

　当該機器の修理を行うにあたっては、高度な施工技術や部品交換後の性能保証を勘案
すると製造元以外の施工は困難である。そのため、製造元である㈱明電舎からメンテナ
ンス関係の業務を移管されている㈱明電エンジニアリング北海道支店に特定したい。

見積参加者選考調書（特定随意契約用）

創成川水再生プラザ第2処理施設No.2ブロワ盤修理

創成川水処理センター

株式会社明電エンジニアリング北海道支店 135467

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む）

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号


